
Q 他の中間支援法人でも同じ厚労省補助事業を受託し公募が出
ていますが、そちらからも助成を受けることはできますか？

原則、両方から助成を受けることはできません。

厚労省助成要領「２助成対象事業の内容（４）」の規定により、同一内容かつ同一費目に

ついて複数の中間支援法人から助成を受けることが禁止されています。

なお、複数の公募に申請する場合には、いずれか１つの助成のみ受け、他は辞退する

ことを事前に成約していただく必要があります。

助成申請フォームに該当する誓約事項があります。
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他の中間支援法人の公募へ申請を検討されている場合



(参考)厚労省助成要領（他の中間支援法人からの助成）
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